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議案第６号 

 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和２年２月１８日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）による

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改正に伴い、会計年度任用職員への移

行又は業務実施体制の見直し等により廃止する非常勤特別職を、報酬及び費用弁償の支給

対象から除くため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

４５年君津市条例第１９号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年君津市条例

第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１条を次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２の規定に基

づき、非常勤の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項

第１号に掲げる職員を除く。以下「特別職の職員」という。）の報酬、費用弁償及びそ

の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。 

 別表市政協力員の項を削り、同表行政不服審査会会長の項中「日額 ８，６００」を「〃 

  ８，６００」に改め、同表市税等徴収事務指導員の項及び適応指導教室指導員の項か

ら 英 語 指 導 助 手 の 項 ま で を 削 り 、 同 表 学 校 開 放 運 営 委 員 会 委 員 長 の 項 中 「 日 額   

８，６００」を「〃  ８，６００」に改め、同表八重原公民館長の項から上総地域交流

センター所長の項までを削り、同表産業医の項中「〃  ３０，０００」を「月額  

３０，０００」に改め、同表法律相談員の項から幼児ことばの相談員の項までを削り、同

表子ども・子育て会議会長の項中「〃  ８，６００」を「日額 ８，６００」に改め、

同表消費生活相談員の項、環境監視員の項及び火葬場事務嘱託員の項を削り、同表都市計

画審議会会長の項中「日額 ８，６００」を「〃  ８，６００」に改める。 

 別表備考を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２０３条の２の規定に基づき、非常勤の職員（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号に掲げる職員を

除く。以下「特別職の職員」という。）の報酬、費用弁償及びその

支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２０３条の２の規定による非常勤の職員（以下「特別職の職員」と

いう。）の報酬、同条第３項の規定に基づく費用弁償及びその支給

方法を定めることを目的とする。 

別表（第２条、第４条） 別表（第２条、第４条） 

区分 報酬の額 旅費の額 

省略 

表彰審査委員会委員 〃  ７，７００ 〃 

  

 

 

 

 

 

行政不服審査会会長 〃  ８，６００ 〃 

省略 

固定資産評価審査委員会委員 〃  ７，７００ 〃 

   

教育支援委員会会長 〃  ８，６００ 〃 

省略 

生涯学習推進協議会委員 〃  ７，７００ 〃 

   

   

区分 報酬の額 旅費の額 

省略 

表彰審査委員会委員 〃  ７，７００ 〃 

市政協力員 平 等 割  年 額  

１４３，０００ 

世帯割 １世帯当

た り  年 額  

６００ 

〃 

行政不服審査会会長 日額 ８，６００ 〃 

省略 

固定資産評価審査委員会委員 〃  ７，７００ 〃 

市税等徴収事務指導員 〃  １５，０００〃 

教育支援委員会会長 〃  ８，６００ 〃 

省略 

生涯学習推進協議会委員 〃  ７，７００ 〃 

適応指導教室指導員 〃  ９，０００ 〃 

国際化推進コーディネーター 〃  １２，４４０〃 
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- 

   

   

   

   

学校開放運営委員会委員長 〃  ８，６００ 〃 

省略 

スポーツ推進委員 〃  ７，７００ 〃 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

産業医 月額 ３０，０００〃 

省略 

児童扶養手当障害認定医 １件 ７，０００ 〃 

   

   

   

   

   

   

子育て支援等担当補助教員 〃  ８，０５０ 〃 

社会教育指導員 月額 ９７，０００〃 

家庭教育指導員 〃  ８０，０００〃 

英語指導助手 〃  ３１０，０００ 〃 

学校開放運営委員会委員長 日額 ８，６００ 〃 

省略 

スポーツ推進委員 〃  ７，７００ 〃 

八重原公民館長 月額 １２４，０００ 〃 

周西公民館長 〃  １２４，０００ 〃 

周南公民館長 〃  １２４，０００ 〃 

小糸公民館長 〃  １２４，０００ 〃 

清和公民館長 〃  １２４，０００ 〃 

小櫃公民館長 〃  １２４，０００ 〃 

上総公民館長 〃  １２４，０００ 〃 

公民館分館長 年額 ７４，０００〃 

久留里城址資料館長 月額 １２４，０００ 〃 

上総地域交流センター所長 月額 １２４，０００ 〃 

産業医 〃  ３０，０００〃 

省略 

児童扶養手当障害認定医 １件 ７，０００ 〃 

法律相談員 １回 ３０，０００〃 

結婚相談員 月額 ４７，０００〃 

家庭相談員 〃  ９６，０００〃 

母子・父子自立支援員 〃  ９６，０００〃 

聴覚障害者相談員 〃  ９６，０００〃 

幼児ことばの相談員 日額 １５，０００〃 
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子ども・子育て会議会長 日額 ８，６００ 〃 

省略 

介護保険運営協議会委員 〃  ７，７００ 〃 

消費生活相談員 〃  ８，０００ 〃 

住居表示審議会会長 〃  ８，６００ 〃 

省略 

空家等審議会委員 〃  ７，７００ 〃 

   

  

 

 

都市計画審議会会長 〃  ８，６００ 〃 

省略 
 

子ども・子育て会議会長 〃  ８，６００ 〃 

省略 

介護保険運営協議会委員 〃  ７，７００ 〃 

消費生活相談員 〃  ８，０００ 〃 

住居表示審議会会長 〃  ８，６００ 〃 

省略 

空家等審議会委員 〃  ７，７００ 〃 

環境監視員 月額 １４４，０００ 〃 

火葬場事務嘱託員 証明１件につき 

１００ 

〃 

都市計画審議会会長 日額 ８，６００ 〃 

省略 
 

 備考 上総地域交流センター所長が上総公民館長を兼ねる場合は、

上総公民館長の報酬は支給しない。 

  

 


